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◆副業・兼業の現状

◆副業・兼業の促進の方向性

　副業・兼業を希望する人は年々増加傾向にあります。“収入を増やしたい”、“１つの仕事だけでは生活できない”、“自分が活
躍できる場を広げる”、“現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる”など、理由は人さまざまです。
　また、副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主などさまざまです。
現状では、多くの企業が、副業・兼業を認めていません。理由としては、“自社での業務がおろそかになること”、“情報漏洩のリ
スクがあること”、“競業・利益相反になること”などが挙げられます。また、副業・兼業に係る就業時間や健康管理の取扱いが
分かりにくいとの意見もあります。
　副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由とし
ています。但し、次のような場合は副業・兼業を各企業においてそれを制限することが許容範囲とされています。 
　　①労務提供上の支障がある場合　②業務上の秘密が漏洩する場合
　　③競業により自社の利益が害される場合　④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
　厚生労働省では、平成30年１月に改定したモデル就業規則で、規定例として「労働者は、勤務時間外において、他の会社
等の業務に従事することができる。」としています。

　副業・兼業は、働く人にとっても企業にとっても、それぞれにメリットと留意すべき点があります。

　コンプライアンスに基づいた労務管理やワークライフバランスは、間違いなく働く人
のモティベーションを高めて、事業の生産性、効率がアップしています。今回は、なにか
と話題の副業・兼業についてです。

副業
兼業について
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　薬物療法は吸入薬が中心で､発作予防のために毎日定時に
使用する長期管理薬（コントローラー）と､発作治療のために短
期的に使用する発作治療薬（リリーバー）があります。気道リモ
デリングの進展による喘息の重篤化を予防するためには､発作
が起こらない状態を目指し､コントローラーによる治療で気道の
炎症や狭窄を長期的･日常的に改善することが重要です。
コントローラーのベースは気道の炎症を抑制する吸入ステロ
イド薬（ICS）で､気道狭窄に効果を示す長時間作用性気管支
拡張薬（LABA､LAMA）などを重症度に合わせ併用します。
リリーバーには､速やかに気管支を拡張する短時間作用性β₂
刺激薬（SABA）があります。

気管支喘息に用いる薬剤【 】

　通常の治療により症状を十分にコントロール出来ない難治性喘息
の患者も存在し、喘息患者全体の5～10%を占めるとされています。
　近年、抗IgE抗体ゾレア、抗IL-5/Rα抗体ヌーカラ、ファセンラ、抗
IL-4/13抗体デュピクセントなど複数の抗体製剤の登場により治療選
択肢が拡大しており、病態に合わせて使い分けられます（一部ガイドラ
イン未記載）。
ガイドラインでは、治療ステップ3以上の治療でコントロールできない
場合には難治性喘息の可能性があるため、専門医への紹介が推奨さ
れています。かかりつけ医・調剤薬局と専門医の連携のもと適切な治
療介入が望まれています。

難治性喘息に対する選択肢の拡大【 】

ガイドラインでは各治療ステップの治療内容を下表のように示して
います。 
　長期管理薬による治療では､いずれのステップでもICSがベースで
あり､ステップに合わせて用量を調節します。ステップ2以降ではICS
とLABAの併用（ICS/LABA配合剤）が推奨され､さらに治療の強
化が必要な場合は､LAMA､テオフィリン､ロイコトリエン受容体拮抗
薬（LTRA）などを追加します。配合吸入剤はアドヒアランス向上に有
用であるため、近年ICS/LABA配合剤はコントローラーの中心とし
て多く用いられ、デバイスや薬剤が多様化しています。2020年8月に
は気管支喘息の適応を有する初のICS/ LABA/LAMA3剤配合剤
のエナジアが上市されました。 

ステップ4では､ICS高用量､LABA､LAMA､テオフィリン､LTRA
などを複数剤､可能な限り投与した上でもコントロール困難な難治性
喘息に対しては､抗体製剤などが用いられます。最小限の薬剤でコン
トロール良好状態を維持することを目標に､1～3ヵ月を目安にコント
ロール状態の評価と治療の調節（ステップアップ/ステップダウン）を
繰り返し行います。 
　喘息コントロールの中心的な役割を担うのは吸入療法であり､患
者の吸入手技やアドヒアランスがコントロール状況を左右します。しか
し、吸入デバイスの多様化により正しく吸入薬を使いこなせないケー
スも多々あります。そのような背景から、2020年度の調剤報酬改定
では薬剤服用歴管理指導料に吸入薬指導加算が新設されました。
薬剤師には、患者に合うデバイスの選択や治療意義と正しい吸入手
技を習得するための患者指導が求められています。

気管支喘息の治療ステップ【 】

▼主な吸入長期管理薬(コントローラー)の種類

▼喘息治療ステップ

▼難治性喘息への対応のためのフローチャート

〈各添付文書より作表〉

〈喘息予防･管理ガイドライン2018より引用･改変〉

〈喘息予防･管理ガイドライン2018より引用･改変〉

【参考資料】　喘息予防・管理ガイドライン2018(日本アレルギー学会編)、薬がみえるvol.3(メディックメディア)、チェンジ！喘息HP(アストラゼネカ)、各添付文書

作用 分類 代表的商品名

治療ステップ１ 治療ステップ2 治療ステップ3 治療ステップ4

アトピー型喘息

好中球性気道炎症

好酸球性気道炎症

ICS（低用量）
上記が使用できない場合
以下のいずれかを用いる

●LTRA
●テオフィリン徐放製剤
※症状が稀なら必要なし

上記で不十分な場合に以下の
いずれか1剤を併用
●LABA（配合剤使用可）
●LAMA
●LTRA
●テオフィリン徐放製剤

上記に下記のいずれか1剤、
あるいは複数を併用
●LABA（配合剤使用可）
●LAMA　
●LTRA
●テオフィリン徐放製剤

上記に下記の複数を併用

●LABA（配合剤使用可）
●LAMA　
●LTRA
●テオフィリン徐放製剤
●抗IgE抗体　●抗IL-5抗体
●抗IL-5Rα抗体
●経口ステロイド薬
●気管支熱形成術

ICS（低～中用量） ICS（中～高用量）

LTRA以外の抗アレルギー薬
SABASABASABASABA発作治療

追加治療

基
本
治
療

長
期
管
理
薬

ICS（高用量）

主な副作用

気道炎症を抑制

配合剤

気管支を拡張
(長時間)

吸入
ステロイド薬(ICS)

長時間作用性
β₂刺激薬(LABA)

長時間作用性
抗コリン薬(LAMA)

ICS/LABA

ICS/LABA/LAMA

フルタイド､アニュイティ、
パルミコート､キュバール､
オルベスコ､アズマネックス

スピリーバ
(レスピマットのみ)

アドエア､シムビコート､
レルベア､フルティフォーム､
アテキュラ

エナジア

セレベント　等

口腔及び咽喉頭症状
口腔咽頭カンジダ症
嗄声　等

動悸､振戦､頭痛､
悪心､嘔吐　等

口渇
嗄声　等

省略

難治性喘息

抗IgE抗体製剤
オマリズマブ
(商品名：ゾレア)

抗IL-5抗体製剤
メポリズマブ

(商品名：ヌーカラ)
抗IL-5Rα抗体製剤
ベンラリズマブ
(商品名：ファセンラ)

マクロライド系
抗菌薬

気管支熱形成術

【働く人のメリット】

【働く人の留意点】

●離職をしなくても別の仕事に就くことが可能、スキルや経験を得ることで、主体的にキャリアを形成することができる。
●本業の所得を活かして、やりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる 。
●所得が増加する。
●本業を続けつつ、リスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。

●就業時間が長くなる可能性があるため、就業時間や健康の管理も一定程度必要である。
●職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要である。
●所定労働時間が短い業務を複数行う場合には 、雇用保険等の適用がない場合がある。

【企業側のメリット】

【企業側の留意点】

●労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
●労働者の自律性・自主性を促すことができる。
●優秀な人材の獲得、流出の防止ができ、競争力が向上する。
●労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。

●必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保する
　かという懸念への対応が必要である。

● ● ●   108 ● ● ● Vol.63Vol.63



　最近、労働関係のニュースでは、副業・兼業に関する記事
が多くなったなぁ～と感じます。新型コロナウイルス禍の影
響で、事業の売上の大幅な減少のため固定費の削減などの
理由から、大手企業など副業・兼業を積極的に認める動きに
なっているようです。
知り合いの人の中には、1社だけの勤務では、生活が苦し

いので、２つ、３つの仕事を掛持ちする人もいますし、また、私

の同業者の中にも、開業しても収入が少なく、また不安定な
人は、社労士業務とは全く別の仕事をしている人もいます。
　先日、職員から、ハローワークで開催される定年退職者向
け相談会に、相談員（別報酬有り）として参加希望の申出が
あり、キャリアを積むのに良い機会と思い許可しました、職員
は、相談者の質問に答えられるよう事前準備の勉強をかなり
しているみたいでした。

◎ 社労士・福田のよもやま話 ◎ 

◆企業の対応
　副業・兼業に対して行われた裁判例をみると、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当です。副業・兼業を禁止や一律許
可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを精査し、そのような事情がなければ、労働時間
以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討したほうがいいと思います。
　実際に副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持って進めることができるよう、双方との間で十分にコ
ミュニケーションをとることが重要です。
　副業・兼業を認める場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩等がないか、また、長時間労働を招くものとなっていないか確認
する観点から、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることも考えられます。その際は、従業員と企業とのコミュニケーション
が重要で、副業・兼業の内容等を示すものとしては、該当する労働者が副業・兼業先に負っている守秘義務に留意しつつ、例えば、
自己申告のほか、労働条件通知書や契約書、副業・兼業先と契約を締結する前であれば、募集に関する書類を活用することが考え
られます。
　特に労働者が、自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、労働時間に関する規定の適用について通算するとされて
いることに留意する必要があります。また、労働時間や健康の状態を把握するためにも、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出
させることが望ましいです。

◆労働者の対応
　副業・兼業を希望する人は、まず、自身が勤めている企業の副業・兼業に関するルール（労働契約、就業規則等）を確認して、その
ルールに照らして、業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択する必要があります。
また、実際に副業・兼業にあたっては、希望する人と企業双方が納得感を持って進めることができるよう、企業と十分にコミュニ
ケーションをとることが重要です。 
　副業・兼業は、副業・兼業による過労によって健康を害したり、業務に支障を来したりすることがないよう、自ら本業及び副業・兼業
の業務量や進捗状況、それらに費やす時間や健康状態を管理する必要があります。
なお、副業・兼業を行い、20万円を超える副収入がある場合は、企業による年末調整ではなく、個人による確定申告が必要です。

◆副業・兼業に関わるその他の現行制度について

　事業主は、労働者が副業・兼業をしているかにかかわらず、労働者を１人でも雇用していれば、労災保険の加入手続を行う必要が
あります。労災保険制度は労基法における個別の事業主の災害補償責任を担保するため、従来、その給付額については、災害が発
生した就業先の賃金分のみに基づき算定していましたが、複数就業している者が増えている実状を踏まえて、複数就業者が安心し
て働くことができるような環境の整備で、「雇用保険法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第14号）により、非災害発生事業
場の賃金額も合算して労災保険給付を算定することとしたほか、複数就業者の就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認
定を行うこととしました。

　働く人にとって、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことも大切で、また、副業・兼業は、社会全体として
みれば、オープンイノベーションや起業の手段としても有効とされています。
　副業・兼業を行う理由はさまざまですが、自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮したい、スキルアップを図りたいなどの希
望を持つ人もおり、こうした人については、長時間労働、企業への労務提供上の支障や企業秘密の漏洩等を招かないよう留意して、
雇用されない働き方も含め、その希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要です。

　企業は、自社の従業員が副業・兼業をしているかにかかわらず、労働安全衛生法第66条等に基づき、健康診断、長時間労働者に
対する面接指導、ストレスチェック等の実施やこれらの結果に基づく事後措置等（以下「健康確保措置」という）を実施しなければな
りません。
　また、副業・兼業者の長時間労働や不規則な労働による健康障害を防止する観点から、働き過ぎにならないよう、例えば、自社で
の労務と副業・兼業での労務との兼ね合いの中で、時間外・休日労働の免除や抑制等を行うなど、それぞれの事業場において適切
な措置を講じることができるよう、労使で話し合うことが適当です。

　労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」
と規定されています。
　自社の労働者が、他の会社に雇われる形態で副業・兼業をする場合、労働基準法の労働時間に関する規制（原則１日８時間、週
40時間を超えて労働させてはならないこと等）は通算して適用されます。また、事業主は、労働者が実際に働いた時間を把握するこ
ととされています。
　例えば、Ａ社のもとで働いていた労働者が、後からＢ社と労働契約を締結し労働時間を通算した結果、法定時間外労働に該当す
るに至った場合、Ｂ社に法定の割増賃金の支払い義務があります。

福田社労士事務所　代表　社会保険労務士　福田久徳
福岡県社会保険労務士会　労務管理会、賃金部会所属　厚生労働省委託事業・派遣元責任者講習会主任講師
福岡県商工会連合会　経営改善専門相談員

人事評価制度、賃金制度設計、ワークライフバランス、高年齢雇用、就業規則作成に至るまで、労働法、社会保険法を熟知しながらも、企業の組織風土
に合わせた労務管理コンサルタントを中心に活動、他にセミナー講師等

●社会保険労務士 福田久徳氏プロフィール

〒810-0042 福岡市中央区赤坂1丁目10-26 重松第5ビル3階　TEL.092-726-8383　FAX.092-726-8384　 
ホームページ https：//fukuda‐sr.com 　E:mail info@fukuda-sr.com

（後から契約を締結する事業主は、その労働者が他の事業場で労働していることを確認したうえで、契約を締結すべきとの考え方によるものです。）

就業時間の把握について

健康管理について

事業主Ａ社
所定労働時間１日５時間

事業主Ｂ社 
所定労働時間１日４時間

事業主Ｂ社において、法定時間外労働が１時間発生します。 
（５時間＋４時間－８時間＝１時間）

　労働者の副業・兼業先での働き方に関する企業の安全配慮義務について、現時点では明確な司法判断は示されていませんが、
使用者は、労働契約法第５条に安全配慮義務（労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することがで
きるよう、必要な配慮をすること）が規定されていることに留意が必要です。

安全配慮義務について

　雇用保険は、同時に複数の事業主に雇用されている者が、それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合、その者が
生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となりますが、「雇用保険法等の一部を改正する法
律」（令和２年法律第14号）により、令和４年１月より65歳以上の労働者本人の申出を起点として、一の雇用関係では被保険者要件
を満たさない場合であっても、二の事業所の労働時間を合算して雇用保険を適用する制度が試行的に開始されます。
　社会保険（厚生年金保険及び健康保険）の適用要件は、事業所毎に判断するため、複数の雇用関係に基づき複数の事業所で勤
務する者が、いずれの事業所においても適用要件を満たさない場合、労働時間等を合算して適用要件を満たしたとしても、適用され
ません。また、同時に複数の事業所で就労している人が、それぞれの事業所で被保険者要件を満たす場合、被保険者は、いずれか
の事業所の管轄の年金事務所及び医療保険者を選択し、当該選択された年金事務所及び医療保険者において各事業所の報酬月
額を合算して、標準報酬月額を算定し、保険料を決定します。その上で、各事業主は、被保険者に支払う報酬の額により按分した保
険料を、選択した年金事務所に納付（健康保険の場合は、選択した医療保険者等に納付）することとなります。

雇用保険、厚生年金保険、健康保険 雇用保険制度

労災保険の給付（休業補償、障害補償、遺族補償等）
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ここらで 一 服 、労
務 管 理 の お 話 。



　最近、労働関係のニュースでは、副業・兼業に関する記事
が多くなったなぁ～と感じます。新型コロナウイルス禍の影
響で、事業の売上の大幅な減少のため固定費の削減などの
理由から、大手企業など副業・兼業を積極的に認める動きに
なっているようです。
　知り合いの人の中には、1社だけの勤務では、生活が苦し
いので、２つ、３つの仕事を掛持ちする人もいますし、また、私

の同業者の中にも、開業しても収入が少なく、また不安定な
人は、社労士業務とは全く別の仕事をしている人もいます。
　先日、職員から、ハローワークで開催される定年退職者向
け相談会に、相談員（別報酬有り）として参加希望の申出が
あり、キャリアを積むのに良い機会と思い許可しました、職員
は、相談者の質問に答えられるよう事前準備の勉強をかなり
しているみたいでした。

◎ 社労士・福田のよもやま話 ◎ 

◆企業の対応
　副業・兼業に対して行われた裁判例をみると、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当です。副業・兼業を禁止や一律許
可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを精査し、そのような事情がなければ、労働時間
以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討したほうがいいと思います。
　実際に副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持って進めることができるよう、双方との間で十分にコ
ミュニケーションをとることが重要です。
　副業・兼業を認める場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩等がないか、また、長時間労働を招くものとなっていないか確認
する観点から、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることも考えられます。その際は、従業員と企業とのコミュニケーション
が重要で、副業・兼業の内容等を示すものとしては、該当する労働者が副業・兼業先に負っている守秘義務に留意しつつ、例えば、
自己申告のほか、労働条件通知書や契約書、副業・兼業先と契約を締結する前であれば、募集に関する書類を活用することが考え
られます。
　特に労働者が、自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、労働時間に関する規定の適用について通算するとされて
いることに留意する必要があります。また、労働時間や健康の状態を把握するためにも、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出
させることが望ましいです。

◆労働者の対応
　副業・兼業を希望する人は、まず、自身が勤めている企業の副業・兼業に関するルール（労働契約、就業規則等）を確認して、その
ルールに照らして、業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択する必要があります。
　また、実際に副業・兼業にあたっては、希望する人と企業双方が納得感を持って進めることができるよう、企業と十分にコミュニ
ケーションをとることが重要です。 
　副業・兼業は、副業・兼業による過労によって健康を害したり、業務に支障を来したりすることがないよう、自ら本業及び副業・兼業
の業務量や進捗状況、それらに費やす時間や健康状態を管理する必要があります。
なお、副業・兼業を行い、20万円を超える副収入がある場合は、企業による年末調整ではなく、個人による確定申告が必要です。

◆副業・兼業に関わるその他の現行制度について

　事業主は、労働者が副業・兼業をしているかにかかわらず、労働者を１人でも雇用していれば、労災保険の加入手続を行う必要が
あります。労災保険制度は労基法における個別の事業主の災害補償責任を担保するため、従来、その給付額については、災害が発
生した就業先の賃金分のみに基づき算定していましたが、複数就業している者が増えている実状を踏まえて、複数就業者が安心し
て働くことができるような環境の整備で、「雇用保険法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第14号）により、非災害発生事業
場の賃金額も合算して労災保険給付を算定することとしたほか、複数就業者の就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認
定を行うこととしました。

　働く人にとって、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことも大切で、また、副業・兼業は、社会全体として
みれば、オープンイノベーションや起業の手段としても有効とされています。
　副業・兼業を行う理由はさまざまですが、自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮したい、スキルアップを図りたいなどの希
望を持つ人もおり、こうした人については、長時間労働、企業への労務提供上の支障や企業秘密の漏洩等を招かないよう留意して、
雇用されない働き方も含め、その希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要です。

　企業は、自社の従業員が副業・兼業をしているかにかかわらず、労働安全衛生法第66条等に基づき、健康診断、長時間労働者に
対する面接指導、ストレスチェック等の実施やこれらの結果に基づく事後措置等（以下「健康確保措置」という）を実施しなければな
りません。
また、副業・兼業者の長時間労働や不規則な労働による健康障害を防止する観点から、働き過ぎにならないよう、例えば、自社で
の労務と副業・兼業での労務との兼ね合いの中で、時間外・休日労働の免除や抑制等を行うなど、それぞれの事業場において適切
な措置を講じることができるよう、労使で話し合うことが適当です。

　労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」
と規定されています。
自社の労働者が、他の会社に雇われる形態で副業・兼業をする場合、労働基準法の労働時間に関する規制（原則１日８時間、週
40時間を超えて労働させてはならないこと等）は通算して適用されます。また、事業主は、労働者が実際に働いた時間を把握するこ
ととされています。
　例えば、Ａ社のもとで働いていた労働者が、後からＢ社と労働契約を締結し労働時間を通算した結果、法定時間外労働に該当す
るに至った場合、Ｂ社に法定の割増賃金の支払い義務があります。
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人事評価制度、賃金制度設計、ワークライフバランス、高年齢雇用、就業規則作成に至るまで、労働法、社会保険法を熟知しながらも、企業の組織風土
に合わせた労務管理コンサルタントを中心に活動、他にセミナー講師等
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（後から契約を締結する事業主は、その労働者が他の事業場で労働していることを確認したうえで、契約を締結すべきとの考え方によるものです。）

就業時間の把握について

健康管理について

事業主Ａ社
所定労働時間１日５時間

事業主Ｂ社 
所定労働時間１日４時間

事業主Ｂ社において、法定時間外労働が１時間発生します。 
（５時間＋４時間－８時間＝１時間）

　労働者の副業・兼業先での働き方に関する企業の安全配慮義務について、現時点では明確な司法判断は示されていませんが、
使用者は、労働契約法第５条に安全配慮義務（労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することがで
きるよう、必要な配慮をすること）が規定されていることに留意が必要です。

安全配慮義務について

　雇用保険は、同時に複数の事業主に雇用されている者が、それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合、その者が
生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となりますが、「雇用保険法等の一部を改正する法
律」（令和２年法律第14号）により、令和４年１月より65歳以上の労働者本人の申出を起点として、一の雇用関係では被保険者要件
を満たさない場合であっても、二の事業所の労働時間を合算して雇用保険を適用する制度が試行的に開始されます。
　社会保険（厚生年金保険及び健康保険）の適用要件は、事業所毎に判断するため、複数の雇用関係に基づき複数の事業所で勤
務する者が、いずれの事業所においても適用要件を満たさない場合、労働時間等を合算して適用要件を満たしたとしても、適用され
ません。また、同時に複数の事業所で就労している人が、それぞれの事業所で被保険者要件を満たす場合、被保険者は、いずれか
の事業所の管轄の年金事務所及び医療保険者を選択し、当該選択された年金事務所及び医療保険者において各事業所の報酬月
額を合算して、標準報酬月額を算定し、保険料を決定します。その上で、各事業主は、被保険者に支払う報酬の額により按分した保
険料を、選択した年金事務所に納付（健康保険の場合は、選択した医療保険者等に納付）することとなります。

雇用保険、厚生年金保険、健康保険 雇用保険制度

労災保険の給付（休業補償、障害補償、遺族補償等）
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ここらで 一 服 、労
務 管 理 の お 話 。


